
ふくおか「働き方改革」推進企業認定制度 認定企業

働き方改革の
目標

正社員の月平均所定外労働時間の削減（20時間
未満）

働き方改革の
主な取組み

・各種システムの導入や業務効率化を図り、定型業務の作業
時間を削減する

認定番号 20008 新規認定日 令和２年６月３日

企業概要

所在地
福岡市博多区博多駅東2-6-1
九勧筑紫通ﾋﾞﾙ9F

業種 社会保険労務士事務所

代表者 肥海 聡芝

事業内容

・人事・労務相談業務
・アウトソーシング業務（社会保険・労働保険、給与計算等）
・給与・人事制度構築業務
・助成金相談・代行申請

電話番号 092-409-8411

ホームページ https://kazeyomi.or.jp/



私たち社労士法人かぜよみは、労務管理の基本となる『就業規則』の作成、『給与制度・退職金制度』の構築、『助成金
制度』の案内・申請、『手続き・給与計算代行』など、『人』にかかわる幅広い業務を提供する労働全般に関する法律の専門
家です。

弊社の取り組みとしては、業務効率化にむけたRPAの導入、男性育児休業取得の推進、勉強会や月例テスト等を定期
的に実施し、クライアントの皆様へより質の高いアドバイスが提供できるように日々スキルアップを図っております。

時代の変革と共に変化するニーズをとらえ、AIによる自動化では対応することのできない『人』に関する問題に真摯に向き合
うとともに、今後も働き方改革を牽引できるよう、社員と力を合わせて精進して参ります。


